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2005年のクラスアクション公正法（以下「CAFA」）以前は、被告となった企業の多くは、想定さ
れる原告らの請求を合算して連邦裁判所の州籍相違管轄権（Diversity Jurisdiction）要件を満たすこ
とができなかったため、州裁判所でクラスアクションに応訴せざるを得なかった。しかし、CAFAに
より、原告が100人以上で、原告全員の請求を合計した訴額が500万ドル以上であり、かつ、最低
限の州籍相違が存在する（すなわち、少なくとも1人の原告と1人の被告が異なる州に居住してい
る）クラスアクションに連邦裁判所の管轄権を付与することで、この障害が取り除かれた。

このように連邦議会が州籍相違の存在するクラスアクションにおいて連邦裁判所へのアクセスを拡
大する明確な意図を持っているにもかかわらず、クラスアクションの原告は、衡平法上の救済に係
る請求（例えば、特定物の返還請求や差止請求）のみを主張し、金銭的損害賠償を求めるその他の
コモンロー上の請求を放棄することで、CAFAに基づく連邦裁判所管轄権を回避する戦略を発展させ
てきた。そのような原告は、CAFAに基づく連邦裁判所管轄権が存在するにもかかわらず、州裁判所
への差し戻しが必要である、と主張する。この点、衡平法上の管轄権の法理により、原告がコモン
ロー上の請求において適切な法的救済を得られる場合に、連邦裁判所による衡平法上の救済が制限
されることになるが、これはコモンロー上の請求について被告が陪審裁判を受ける権利を保護する
ことを目的としている。それにもかかわらず、カリフォルニア州の複数の連邦地方裁判所は、原告
がコモンロー上の請求を意図的に主張しなかった結果として衡平法上の管轄権が欠如することを理
由に、過去数年間にわたってクラスアクションを州裁判所に差し戻してきた。

しかし、連邦第9巡回区控訴裁判所は、直近のRuiz v. The Bradford Exchange訴訟において、この戦
略を却下した。当該訴訟においては、衡平法上の管轄権の欠如を理由とする州裁判所へのクラスア
クションの差し戻しが破棄され、被告は「衡平法上の管轄権の欠如」に係る抗弁を有するのであ
り、連邦裁判所に留まるために当該抗弁を放棄する権利が被告側に与えられなければならない、と
判示された。かかる判示により、連邦第9巡回区控訴裁判所は、訴訟当事者により放棄可能な衡平
法上の管轄権と、連邦裁判所の権限を画するものであり放棄不可能な事物管轄権の違いを明確にし
た。連邦第9巡回区控訴裁判所による当該判示は、クラスアクション原告によるCAFAを覆そうとす
る試みに関して、被告となった企業が訴訟係属を連邦裁判所に留める道筋を示すものといえる。
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